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災害時等の相互応援に関する協定書 

 

 新潟県三条市と山梨県甲斐市（以下「協定市」という。）は、災害時等における相

互応援について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （趣旨） 

第 1 条 この協定は、協定市の区域内において、災害対策基本法（昭和 36 年法律第

223 号。以下「法」という。）第 2 条第 1 号に規定する災害が発生した場合に、法

第 67 条の規定に基づく応援を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （応援の種類） 

第 2条 応援の種類は、次のとおりとする。 

  ( 1 ) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

( 2 ) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

の提供 

  ( 3 ) ごみ及びし尿の処理に必要な車両のあっせん 

  ( 4 ) 被災者（災害時要援護者を含む。）を一時受け入れるための施設及び住宅の

提供及びあっせん 

  ( 5 ) 被災児童、生徒等を一時受け入れるための施設の提供及びあっせん 

  ( 6 ) 医療施設、介護施設等の入所者を一時受け入れるための施設の提供及びあっ

せん 

 ( 7 ) 救援、救助、応急復旧等に必要な職員の派遣 

  ( 8 ) 前各号に掲げるもののほか、特に必要な事項 

 （応援要請の手続き） 

第 3条 応援を受けようとする市は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により

要請を行い、速やかに災害応援要請書（様式第 1号）を提出するものとする。 

  ( 1 ) 被害の状況 

  ( 2 ) 前条第 1号から第 3号までに掲げる品目の名称、規格、数量等 

  ( 3 ) 前条第 4号に掲げる被災者の状況及び人員 

  ( 4 ) 前条第 5号及び第 6号に掲げる被災児童、生徒、入所者等の状況及び人員 

  ( 5 ) 前条第 7号に掲げる職員の状況及び人員 

  ( 6 ) 応援を受ける場所、経路、期間等 

  ( 7 ) 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

（職員の派遣） 

第 4条 応援のための職員の派遣期間は、原則として 1月未満とする。 

2 応援のための職員を 1月以上派遣しようとするときは、地方自治法（昭和 22年法

律第 67号）第 252条の 17の規定に基づき派遣するものとし、別途職員派遣に関す

る協定を締結するものとする。 

（応援の実施） 

第 5条 第 3条の規定により要請を受けた協定市は、可能な限りこれに応ずるように

努めるものとする。 



2 第 3 条の規定にかかわらず、緊急に応援する必要があると認められる場合には、

同条の要請を待たずに応援を行うことができる。この場合において、応援を行う市

は、その内容について応援を受ける市へ速やかに連絡するものとする。 

 （応援に要した費用の負担） 

第 6条 応援に要した費用の負担は、原則として応援を受ける市の負担とする。 

2 派遣職員が公務執行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従

事中に生じたものについては応援を受ける市、被災市への往復経路の途中に生じた

ものについては応援を行う市が、それぞれその賠償の責めを負うものとする。 

3 前 2項の規定により難い場合には、別途協議するものとする。 

（災害補償等） 

第 7条 第 1条及び第 2条の規定により派遣された職員（以下「応援職員」という。）

に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１

号）の定めるところによる。 

 （応援職員の指揮） 

第 8条 応援職員は、現地到着後は被災自治体の指揮のもとに活動するものとする。 

（連絡担当部署） 

第 9条 協定市は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部署をそれぞれ定めるもの

とする。 

 （情報等の交換） 

第 10 条 協定市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、年 1 回以上定期

的に必要な資料及び情報の交換を行うものとする。  

 （有効期間） 

第 11 条 この協定は、協定市のどちらか一方からの申出がない限り継続するものと

する。 

 （協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その

都度協定市が協議して定めるものとする。 

 

 この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、協定市それぞれ署名の上、

各自その 1通を保有する。 

 

令和３年６月 29日 

 

                新潟県三条市旭町二丁目３番１号 
 
                   三条市長   滝 沢   亮 
 
 
                山梨県甲斐市篠原２６１０番地 
 

                   甲斐市長   保 坂   武 
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様式第１号（第3条関係）

内容等

65歳以上（　　）就学児童（　　）その他（　　）

建物被害

一般建物

公共建物

その他
（道路・橋梁
等・他）

住居　　　　棟 非住居　　　　棟 その他

　　　　　　　　　　　　市長　様

年　　月　　日

応援要請市名 市

記

「災害時等の相互応援に関する協定書」に基づき、下記により、応援要請いたします。

災害応援要請書

市長    　        　  　　　　

被害状況(第
３条第１項１

号)

※被災直後に
ついては現在
の状況の判明
箇所等を記

入。

(被害状況の
数字が記入で
きない場合
は、「内容

等」欄に概要
を記入)

応援要請依頼先市名 市

被災者数

世帯数 世帯 延人数 人

 男　　　　人 65歳以上（　　）就学児童（　　）その他（　　）

 女　　　　人



三条市・甲斐市　災害時相互応援協定　災害応援要請書

※

を詳細に要請市にて作成する。

〃 第８号の内容（別表５）

別紙のとおり
（別表　　）

【その他連絡事項】

記載に際し、要請項目の多いものは別表等に記入し、その他要請がある場合は、要請項目

年　　月　　日　～　　　　　　　年　　月　　日

その他必要な要請（第７号）

〃

〃

経　路
(被災市町図添付)

場　所
(住所・地名等)

別紙のとおり
（別表　　）

期　間

応援を受ける
場所、経路、

期間等
(第３条第１
項第６号)

第３号の内容（　〃　）

〃 第４号の内容（別表２）

被災児童生徒等の受入要請（第４号）

被災者受入要請（第３号）

第６号の内容（　〃　）

第２条第１項第１号の内容（別表１）

物資、資機材等の提供要請（第２号）

〃

応援要請項目
第３条第１項

必要な職員の派遣要請（第５号） 〃 第７号の内容（別表４）

〃 第２号の内容（　〃　）

第５号の内容（別表３）



三条市・甲斐市　災害時相互応援協定　災害応援要請書

別表１

No.

数　　量

配布先
(住所・電話)
※経路図添付

品　　　名 規　　　格 備　　　考

(〒　　　）　　　　　市　　　　　　　　　　　　番地

（℡　　　　　　　　　　　　　　　）

協定「第２条第１項第１号～第３号」の

必要な物資、資機材、車両等の提供　　

　※　配送場所が品目毎に違う場合は、備考欄に記入する。
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別表２

※ 小中学生の一時、学校への収容についても明示してください。

老人を含め、体の不自由な方についても、できれば記入してください。

男・女 職業・学校（学年等含む）氏　　　名

現住所
(電話等) (℡　　　　　　　　　　　　　　　)　

世帯主

No.

続柄 生年月日

状
況
等

生年月日 男・女 職業・学校（学年等含む）

世帯主

No. 現住所
(電話等) (℡　　　　　　　　　　　　　　　)　

氏　　　名 続柄

状
況
等

No. 現住所
(電話等) (℡　　　　　　　　　　　　　　　)　

氏　　　名 続柄 生年月日 男・女 職業・学校（学年等含む）

世帯主

状
況
等

協定「第２条第１項第４号」の被災者を

　　　　一時収容するための施設、住宅の提供及び斡旋        No.
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別表３

※ 障害等の特に必要なこと等、並びに、特に必要と思われる連絡先等がありましたら備考欄に記入願い

に記入願います。（連絡先は、災害対策本部又は教育委員会とする。）

協定「第２条第１項第５号・６号」の一時受け入れをする

　　　被災児童・生徒等及び医療施設・介護施設等について　　　　　

介　護　施　設　名
備　　考

児童名・生徒名 保  護  者  名
入　所　者　名 世    帯    主医　療　機　関　名

学校名(小・中・高) 学年

入　所　者　名 世    帯    主
No.

No.
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別表４

※ 職種及び作業内容については、詳細に記入してください。

宿泊の場合は、宿泊先等を作業等欄に記入してください。

職　　種 人数 派遣先（※　経路図添付） 作業等内容

毎日派遣又は宿泊派遣の別 毎日・宿泊・その他AM：PM　　：

派遣等の期間
　　　　　　(時間等) 集合時間

年　　月　　日　(　)　～　　　年　　月　　日　(　)

　　　　 協定「第２条第１項第７号」の必要な職員の派遣　　　　　

要請する職員 市 職 員 一般職・技能職・その他(合計　　　　人)

No.
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別表５

※ 適宜、作成願います。

内　　　　　容　　　　　等

協定「第２条第１項第８号」の特に必要と

認め要請をするもの　　　　　　　　　　 No.

要　請　項　目　等


